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新型コロナウイルス感染症に係る対応について

（不動産賃貸事業関連）
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Ⅰ賃料減額を行った場合の取扱いについて
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Ⅰ．賃料の減額を行った場合の取扱いについて
法人税に関する取扱い

出典：国税庁HPより「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」
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（単位：円）

未収金（もしくは現預金） 550,000 受取賃料 500,000

仮受消費税 50,000

合計 550,000 合計 550,000

（借方） （貸方）
貸
主
側

または

◼ 【法人：５０％の賃料減額を行った場合】

◼ 【個人：５０％の賃料減額を行った場合】

Ⅰ．賃料減額を行った場合の取扱いについて
貸主が新型コロナウィルス感染症に関連する賃料減額を行った場合

注） Grossでの処理、Netでの処理等、実際の会計税務の処理に際しましては、必ず顧問の税理士・

公認会計士にご相談いただきますようお願いいたします。

未収金（もしくは現預金） 550,000 受取賃料 500,000

仮受消費税 50,000

合計 550,000 合計 550,000

貸
主
側

（借方） （貸方）Net

Net

（単位：円）

未収金（もしくは現預金） 1,100,000 受取賃料 1,000,000

支援損（もしくは雑損失） 500,000 仮受消費税 100,000

仮払消費税 50,000 未収金（もしくは現預金） 550,000

合計 1,650,000 合計 1,650,000

貸
主
側

（借方） （貸方）
Gross

融資の申し込み
をご検討される
場合、売上の
減少が要件とな
ることが考えら
れるため、会計
処理はNet処理
になるものと
思います。

賃料差額は
損金算入

※寄附金には
なりません。

貸主の会計処理・・・契約月額賃料1,000,000円（消費税抜）
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（単位：円）

支払賃料 500,000 未払金（もしくは現預金） 550,000

仮払消費税 50,000

合計 550,000 合計 550,000

（借方） （貸方）
借
主
側

支払賃料 500,000 未払金（もしくは現預金） 550,000

仮払消費税 50,000

合計 550,000 合計 550,000

（借方） （貸方）
借
主
側

（単位：円）

支払賃料 1,000,000 未払金（もしくは現預金） 1,100,000

仮払消費税 100,000 受贈益（もしくは雑収入） 500,000

未払金（もしくは現預金） 550,000 仮受消費税 50,000

合計 1,650,000 合計 1,650,000

（借方） （貸方）

借
主
側

または

◼ 【法人：５０％の賃料減額を受けた場合】

◼ 【個人：５０％の賃料減額を受けた場合】

Ⅰ．賃料減額を行った場合の取扱いについて
借主が新型コロナウィルス感染症に関連する賃料減額を受けた場合

Net

Net

Gross

借主の会計処理・・・契約月額賃料1,000,000円（消費税抜）

注） Grossでの処理、Netでの処理等、実際の会計税務の処理に際しましては、必ず顧問の税理士・

公認会計士にご相談いただきますようお願いいたします。
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覚 書（例） 

 

【不動産所有者名等】（以下「甲」という。）と【取引先名】（以下「乙」という。）

は、甲乙間で締結した〇〇年〇月〇日付「建物賃貸借契約書」（以下「原契約」

という。）及び原契約に関する締結済みの覚書（以下「原契約等」という。）に関

し、乙が新型コロナウィルス感染症の流行に伴い収入が減少していること等に

鑑み、甲が乙を支援する目的において、以下の通り合意した。 

 

第１条 原契約第△条に定める賃料を令和２年〇月〇日より令和２年△月△日ま

での間について、月額□□円とする。 

 

第２条 本覚書に定めなき事項については、原契約等の定めによるものとする。 

 

  

 令和２年◇月◇日 

 

出典：令和2年4月17日付国土交通省業務連絡

Ⅰ．賃料の減額を行った場合の取扱いについて
テナントへの書面による通知例

※復旧支援を目的と
したものであることが
書面等により確認で
きることが必要です。

個別の合意内容・状
況に応じて左記例を
編集可能です。

（電子メール形式可）

減額の目的を
明確に

※ 新型コロナウィルス感染症の影響によりテナントに対して賃料を減免したことを証する
書面の確認を税務署より求められる場合があります。
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Ⅱ国税・地方税・社会保険料の猶予措置について
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Ⅱ．国税・地方税・社会保険料の猶予措置について

出典：経済産業省「令和2年4月 新型コロナウィルス感染症緊急経済対策における税制上の措置（経済産業関係）」より

不動産所有者等がテナント料の賃料支払いを減免した場合や、書面等により賃料
支払を猶予中の場合も収入の減少として扱われることとなります。
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Ⅲ固定資産税等の減免措置について
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Ⅲ．固定資産税等の減免措置について

出典：経済産業省「令和2年4月 新型コロナウィルス感染症緊急経済対策における税制上の措置（経済産業関係）」より

不動産所有者等がテナント料の賃料支払いを減免した場合や、書面等により一定期間
賃料支払を猶予中の場合も収入の減少として扱われることとなります。

土地に対する
固定資産税は
減免対象外

注）任意の連続した
３か月間の
売上高合計
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Ⅳセーフティネット保証５号の対象業種について
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Ⅳ．セーフティネット保証５号の対象業種について
セーフティネット保証５号の概要

出典：経済産業省「令和2年4月 新型コロナウィルス感染症に係る中小企業者対策（セーフティネット５号の概要）」より

2020.4.10付
「貸事務所業」が指定業種として追加
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Ⅴ特別家賃支援給付金
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Ⅴ特別家賃支援給付金
令和2年度第2次補正予算案の成立が前提

【給付額】
申請時の直近の支払い家賃（月額）に基づき算出される給付額（月額）の6ヶ月分を支給

中堅・中小企業（法人） 個人事業主

店舗1つ
給付上限 50万円／月
給付率 2／3

給付上限 25万円／月
給付率 2／3

店舗複数
給付上限 100万円／月
給付率 1／3

給付上限 50万円／月
給付率 1／3

【給付対象】

令和2年5月～12月において、以下のいずれかに該当する者

① 単月の売上が前年同月比50％減（持続化給付金と同様の基準）

② 連続する3ヶ月の売上が前年同期比30％減
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Ⅴ家賃支援給付金
2020年度第2次補正予算案の成立が前提

• 申請にあたり、売上の減少要件は持続化給付金と同様だが、賃貸借契約書の確認が
必要となる

• 上記予算案は6月17日までの成立を目指している

※家賃が250万円の場合

75万円までの部分：75×2/3＝50万円

75万円～225万円までの部分：（225-75） ×1/3＝50万円

合計：月額100万円（店舗が1つの場合は月額50万円）×6ヶ月

【法人の場合】 上限：6ヶ月最大600万円

※家賃が120万円の場合

37.5万円までの部分：37.5×2/3＝25万円

37.5万円～112.5万円までの部分：（112.5-37.5） ×1/3＝25万円

合計：月額50万円（店舗が1つの場合は月額25万円） ×6ヶ月

【個人事業者の場合】 上限：6ヶ月最大300万円

店舗複数の場合
受給可能

店舗複数の場合
受給可能
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Ⅵ参考ＵＲＬ
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Ⅵ．参考ＵＲＬ

■国税庁
国税における新型コロナウィルス感染症拡大防止への対応と
申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するＦＡＱ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

■経済産業省
新型コロナウィルス感染症 緊急経済対策における税制上の措置

https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/pdf/hosei_zeisei.pdf

■経済産業省
セーフティーネット保証５号の指定業種の追加について

https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408003/20200408003.html

■経済産業省
セーフティネット保証５号の対象業種に追加された業種の一覧

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2020/200410_5gou.pdf

■国土交通省
新型コロナウイルス感染症に係る対応について（補足その２）

https://www.mlit.go.jp/common/001342205.pdf

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/pdf/hosei_zeisei.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408003/20200408003.html
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2020/200410_5gou.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001342205.pdf
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